
平成１８年(オ)第７０３号
平成１８年(受)第８４７号

決　　　　　定
　　　　　　　　　神奈川県藤沢市辻堂西海岸１丁目１番２５号
　　　　　　　　　　　　　　　上告人兼申立人　　　　学校法人 湘 南 工 科 大 学
        　　　　　　　　　　　同代表者理事長 　　　　糸　　山　　　  英　太　郎
　　　　　　　　　　　　　　　訴訟代理人弁護士 　　　下　　平　　　　征　　　司
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　 　　武　　内　　　　更　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　 　　濱　　口　　　　善　　　紀
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　 　　道　　端　　　　慶　二　郎

　　　　　　　　　川崎市麻生区細山１丁目７番１-１０７号シャンボール
　　　　　　　　　　　　　　　被上告人兼相手方　　　河　　口　　　　央　　　商
　　　　　　　　　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　 田　　原　　　　俊　　　雄
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　 金　　井　　　　清　　　吉
　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　　 斉　　藤　　　　　　　　豊

　上記当事者間の東京高等裁判所平成17年(ネ)3733号雇用関係存在確認等請求事件
について、同裁判所が平成１８年２月８日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立
人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定
する。

主　　　　　文
　本件上告を棄却する。　
　本件を上告審として受理しない。
　上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

理　　　　　由
　1　上告について
　民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法３１２条
１項又は２項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不
備・食違いをいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反を主張するもの
又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定するる事由に該当しな
い。
　2　上告受理申立てについて
　本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項により受理すべきもの
とは認められない。
　よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
　　平成１８年１０月３日　
　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　藤　　　田　　　宙　　　靖
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　上　　　田　　　豊　　　三
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　堀　　　籠　　　幸　　　男　　
　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　那　　　須　　　弘　　　平
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